
入 札 説 明 書 類

件名：国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

令和４年８月

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所



①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・１部

②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部

③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・１部
① ～③：応札にあっては、内容を熟知すること。

④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部

⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・１部
④～⑤：期限(令和４年９月８日)までにメールにて提出すること。

また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。

⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・１部

⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２種

⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・１部

⑨適合証明書・・・・・・・・・・・・・・・・１部

⑩アフターサービス・メンテナンス体制証明書・１部
⑥～⑩：期限(令和４年９月２０日)までに提出すること。

⑪入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
⑪：１回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。

また、提出期限(令和４年９月２８日)を厳守すること。

⑫入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・１部

⑬入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・１部
⑬：応札しない場合、令和４年９月２８日までに提出すること。

⑭委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
⑮年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・１部

⑭～⑮：内容を熟知し、該当する場合は、

開札当日(令和４年９月２９日)、開札会場へ持参すること。



入 札 説 明 書

「国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式」に係わる入札公告（令

和４年８月５日付）に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

会計規程（平成１７規程第７号）（以下「会計規程」という。）及び国立研究開発法人医薬基盤・

健康・栄養研究所契約事務取扱要領（平成１７要領第８号）（以下「契約事務取扱要領」という。）

に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１ 契約担当者

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔

２ 委託業務内容

（１）契 約 件 名 国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

（２）仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。

（３）納 入 期 限 令和５年３月１０日

（４）納 入 場 所 大阪府摂津市千里丘新町３－１７

健都イノベーションパークＮＫビル

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 実験室（実験室２、３以外分）（１Ｆ～３Ｆ）

（５）入 札 方 法

入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする。入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。

（６）入札保証金及び契約保証金 全額免除

３ 競争参加資格

（１）契約事務取扱要領第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。

（２）令和４・５・６年度厚生労働省一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」

のＡ～Ｃのいずれかの等級に格付けされている者であること。

（３）当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であるこ

と。

（４）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

（６）その他契約事務取扱要領第３条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であ

ること。

（７）公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」（平成２１年１２

月２５日閣議決定）の内容について問題がない者であること。

（８）暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。

（９）法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、

納付期限を過ぎた未納税額がないこと。



(10)「個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）を遵守し、個人情

報の適切な管理能力を有している事業者であること。

(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近２年

間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。

①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険 ④国民年

金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険

注） 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未

到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあ

っては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認められているものにつ

いては納付期限が到来しているものに限る。）こと。

４ 入札説明会

以下により入札説明会（対面及びオンライン併用）を実施する。

なお、参加は任意ですが、オンラインでの参加を希望する者は（３）を参照のこと。

（１）日時

令和４年８月２２日（月）１５：３０

（２）実施場所

東京都新宿区戸山１－２３－１

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 会議室（管理棟 ３階）

（３）オンラインでの参加者

参加者は８月１９日（金）１５：００までに以下のアドレスへ申し込みを行うこ

と。

この際、件名は、「【入札説明会参加】国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室

（実験室２、３以外分）機器購入設置一式」とすること。

申込先：総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp

５ 現地確認

確認を希望する者は事前に以下のアドレスへ申し込みを行うこと。

この際、件名は、「【現地確認参加】国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、

３以外分）機器購入設置一式」とすること。

なお、現地確認日は日程調整の上、決定する。（８月～９月に予定）

申込先：総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp

６ 提出書類等

（１）質疑書・ご担当者連絡先

令和４年９月８日（木）１７時００分までにメールにて提出すること。また、質疑書は

質疑の有無に関わらず提出すること。

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp

（２）競争参加資格確認書類等

この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書３の競争参加資格を有することを証

明する書類等（※）を令和４年９月２０日（火）１７時００分までに下記７（１）の場所

に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当

該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

（※）とは下記の書類である。

①資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

②会社概要

③公益法人については、３（７）を証明する書類



④誓約書（３（３）の誓約書及び３（８）の誓約書）

⑤保険料納付に係る申立書（３（11）の申立書）

⑥仕様書６の適合証明書

⑦アフターサービス・メンテナンス体制証明書

（３）入札書

提出期限は令和４年９月２８日（水）１７時００分 （郵送の場合も同様）

詳細は下記７を参照。

（４）入札辞退届

応札しない場合、開札前日（令和４年９月２８日）までに提出すること。

（５）委任状・年間委任状

該当する場合は、開札当日（令和４年９月２９日）に開札会場へ持参すること。

７ 入札書等の提出場所等

（１）入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒１６２－８６３６

東京都新宿区戸山１－２３－１

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課

電話０３－３２０３－５７２１

（２）入札書等の提出方法

①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつそ

の封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「令和４年９月２９日開札 国立

健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式 入札書

在中」と記載しなければならない。

②郵便（書留郵便に限る）により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和４年９月

２９日開札 国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入

設置一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏

名等を記載し、上記７の（１）宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。

なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。

④入札書の日付は、提出日を記入すること。

（３）入札の無効

次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。

①本入札説明書に示した競争参加資格のない者

②入札条件に違反した者

③入札者に求められる義務を履行しなかった者

④入札書の金額が訂正してある場合

⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合

⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合

（４）入札の延期等

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめる

ことがある。

（５）代理人による入札

①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人である

ことの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代

理委任状を提出しなければならない。

②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼



ねることができない。

８ 開札及び落札後の手続き

（１）開札の日時及び場所

令和４年９月２９日（木）１５時３０分

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 会議室（管理棟３階）

（２）開札

①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提

出しなければならない。

④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ

か、開札場を退場することができない。

⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達し

た価格の入札がないときは、再度の入札を行う。

（３）落札者の決定方法

①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。

②会計規程第４１条及び契約事務取扱要領第１６条１項の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内である者。

③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。

④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役

が認めた者。

（４）落札条件に該当する者が複数のとき

前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを

引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引け

ない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決

定するものとする。

（５）契約書の作成

①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契

約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名

押印するものとする。

③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の

相手方に送付するものとする。

④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しな

いものとする。



質 疑 書

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

住 所

氏 名(社名)

件 名 ： 国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。

質 疑 事 項

質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までに

メールにてご提出ください。

提出期限：令和４年９月８日（木）１７時００分

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp



ご担当者連絡先

件名：国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

所属部署

担当者名

電話番号

メールアドレス

質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。

提出期限：令和４年９月８日（木）１７時００分

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp



競争参加資格確認関係書類

１ 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写

２ 誓約書（2 種類）

３ 保険料納付に係る申立書

４ 仕様書６の適合証明書

５ アフターサービス・メンテナンス体制証明書

６ その他参考資料

会社履歴書等

７ 提出部数 各１部

８ 提出期限 令和４年９月２０日（火）１７時００分まで



契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

誓 約 書

弊社は、「国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入

設置一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満た

すことを確約致します。

住 所

商号又は名称

及び代表者氏名 印



契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

誓 約 書

弊社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありま

せん。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。

また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

（１） 暴力的な要求行為を行う者

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

住 所

商号又は名称

及び代表者氏名 印



（別紙様式）

保険料納付に係る申立書

当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国

健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近

２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料

をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。

なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問

わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参

加資格の停止処分を受けることに異議はありません。

また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求めら

れたときは、速やかに対応することを確約いたします。

令和 年 月 日

（住 所）

（名 称）

（代表者）

印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿



契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康･栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

アフターサービス・メンテナンス体制証明書

弊社は、弊社取扱いの「国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外

分）機器購入設置一式」のサービス体制に関して、下記の通りのアフターサービス・メ

ンテナンス体制を整えており、日常のご使用に支障の無いよう、迅速に対応できる体制

を整えていることを証明致します。

記

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

↓

【販売（代理）店】商号又は名称

住所、TEL、部署名

※別添１のとおり

↓

【製造会社】商号又は名称

住所、TEL、部署名

※別添１のとおり

以上、通常・緊急時の連絡先

住 所

商号又は名称

及び代表者氏名 印



別添１

番号
機器
番号
（K）

品名 数量
【販売（代理）店】
商号又は名称

住所 ＴＥＬ 部署名
【製造会社】
商号又は名称

住所 ＴＥＬ 部署名

1 K5 リアルタイムPCR 1

2 K39 ウォーターバスシェイカー 1

3 K44
感熱滅菌付CO2培養器(インキュベー
ター)

1

4 K45 クリーンベンチ 1

5 K47
FUSION SYSTEM(ケミルミイメージン
グシステム)

1

6 K48 倒立型リサーチ顕微鏡 1

6 K48 正立顕微鏡システム 1

7 K51 超音波洗浄機 1

8 K1003 クリーンベンチ 1

9 K1004 超低温フリーザー 1

10 K1115 脚伸展パワー測定器 1

11 K1128 凍結乾燥機 1

12 K1123
安全キャビネット（クラスⅡタイプ
A2、室内排気型）

1



入 札 書

件名 国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

金 円也

（内訳は別紙のとおり）

入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。

令和 年 月 日

（競争参加者）

住 所

称号又は名称

代表者職氏名 印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿



番号 機器 番号 （K） 品名 数量 単価 金額

1 K5 リアルタイムPCR 1

2 K39
ウォーターバスシェイ
カー

1

3 K44
感熱滅菌付CO2培養器(イ
ンキュベーター)

1

4 K45 クリーンベンチ 1

5 K47
FUSION SYSTEM(ケミルミ
イメージングシステム)

1

6 K48 倒立型リサーチ顕微鏡 1

6 K48 正立顕微鏡システム 1

7 K51 超音波洗浄機 1

8 K1003 クリーンベンチ 1

9 K1004 超低温フリーザー 1

10 K1115 脚伸展パワー測定器 1

入札書別紙



番号 機器 番号 （K） 品名 数量 単価 金額

11 K1128 凍結乾燥機 1

12 K1123
安全キャビネット（クラ
スⅡタイプA2、室内排気
型）

1

一式合計



入 札 書

記載要領

１. 入 札 件 名 ○○○○○○○○

２. 入 札 金 額 ￥

入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札

します。

令和 年 月 日

契約担当 役

国立研 究開発 法人 医薬基盤 ・健康 ・栄 養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

（競争参加者 ）

住 所 【記載要領 】（２）及び

（３）の「例 」参照

氏 名



【 記 載 要 領 】

（１） 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び

代表者の氏名を記載すること。

（２） 第 １回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権

限を年間委任された代理人の氏名 、印にて作成すること。

「例 １：契約権限を有する代表者本人の場合 」

（競争参加者 ）

住 所 東京都○○○○○○○○

氏 名 株式会社 □□□□

代表取締役 △△ △△ 印

「例 ２：契約権限を年間委任された代理人の場合 」

（競争参加者 ）

住 所 東京都○○○○○○○○

氏 名 株式会社 □□□□

代表取締役 △△ △△

代理人

住 所 大阪市○○○○○○○○

氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店

大阪支店長 △△ △△ 印



（３） 第 ２回目以降代理人 （復代理人 ）が入札する場合は、入札書に

競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人 （復代理人 ）

であることの表示並びに当該代理人 （復代理人 ）の氏名を記入し

て押印すること。

「例 １：契約権限を有する代表者本人の代理人の場合 」

（競争参加者 ）

住 所 大阪市○○○○○○○○

氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店

代表取締役 △△ △△

代 理 人 ○○ ○○ 印

「例 ２：契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した

場合 」

（競争参加者 ）

住 所 東京都○○○○○○○○

氏 名 株式会社 □□□□

代表取締役 △△ △△

復代理人 ○○ ○○ 印

（４） 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。

（５） 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の

１０％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、

入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記入すること。

（６） 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入

札書に添付すること。



封
筒
記
載
例

入
札
書
の
み
入
れ
て
下
さ
い

表
面

令
和
〇
〇
年
〇
月
〇
〇
日

開
札

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

入
札
書
在
中

契
約
担
当
役

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

理
事
長

中
村

祐
輔

殿

※
氏
名

法
人
の
場
合
は
そ
の
名
称
又
は
商
号

を
記
入
す
る
こ
と

御
社
代
表
者
印

３
所

裏
面

○
○
○
株
式
会
社



入 札 辞 退 届

件 名： 国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

上記の入札件名について、都合により辞退します。

令和 年 月 日

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

入 札 者

住 所

氏 名(社 名)



委 任 状

私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。

記

委任事項

令和４年９月２９日開札 件名「国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験

室２、３以外分）機器購入設置一式」の競争入札に関する一切の権限を委任いたし

ます。

代 理 人

氏 名 印

令和 年 月 日

委 任 者

住 所

商号又は名称

代表者職氏名 印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿



年 間 委 任 状

私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月

日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項

に関する権限を委任します。

記

１．見積、入札及び契約の締結に関すること。（契約の変更、解除に関することを含む）

２．契約物件の納入及び取下げに関すること。

３．契約代金の請求及び受領に関すること。

４．復代理人を選任すること。

５．共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。

【工事契約以外の場合は除く】

（ただし、３については、上記期間満了日の翌々月末までとする。）

令和 年 月 日

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

委任者

本社・本店所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印

受任者

支店等所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印



（事務連絡）

件名：国立健康・栄養研究所移転に伴う実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

ご担当者連絡先及び質疑書について

「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体

（電子文書ファイル）で提出をお願いいたします。

〒１６２－８６３６

東京都新宿区戸山１－２３－１

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ eiken-kaikei@nibiohn.go.jp

期限について

ご担当者連絡先・質疑書 ：令和４年９月８日（木）１７時００分まで

競争参加資格確認関係書類：令和４年９月２０日（火）１７時００分まで

入札書 ：令和４年９月２８日（水）１７時００分まで

開札日の日時 ：令和４年９月２９日（木）１５時３０分



入札参加改善に向けたアンケート

案件名 国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

公告種別 一般競争入札

すべての事業者様に

お伺いいたします。

該当箇所に☑をお願

いします。

（質問）入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか

□ １ 特に問題はなかった

□ ２ 期間が短かかった

（具体的な必要期間： ）

参加（応募）頂けない

事業者様の理由をお

聞かせください。

該当箇所に☑をお願

いします。

□ １ 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。

□ ２ 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、

判断できなかった。

□ ３ 業務内容に一部扱えない業務があった。

（具体的業務： ）

□ ４ 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。

□ ５ 求められる業務実績の要件が厳しかった。

（厳しいと考えられた業務実績： ）

□ ６ 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。

□ ７ 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足し

ている。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。

□ ８ 入札公告（公示）又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が

短かった。

□ ９ その他：自由記載

補足

【すべての事業者様・

自由回答】

仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。

ご意見・ご要望

【すべての事業者様・

自由回答】

事業者名（任意）

ご担当者（任意）

ご連絡先（任意）

ご協力頂きましてありがとうございました。

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

総務部会計課



国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

仕様書

令和４年８月

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所



１．件名

国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

２．目的

国立健康・栄養研究所（以下「健栄研」という。）移転に伴い、移転先において

実験室２、３以外の実験室で使用する機器を購入、設置することを目的とする。

３．履行場所

健都イノベーションパークＮＫビル１F～３F

（大阪府摂津市千里丘新町３－１７）

４．納入期限

令和５年３月１０日

なお、納入時期は、移転時期（令和４年秋以降）を目途とする。

５．調達機器の性能、機能等

（1）調達機器の性能及び機能等は、７機器仕様に示すとおりである。

（2）(1)の性能及び機能等は、全て必須の要求要件である。

（3）要求要件は、必須とする最低限の条件を示しており、入札機器の性能等がこれを

満たしていないと判断された場合には不合格となり、落札決定の対象から除外す

る。

６．調達機器の性能、機能等の確認

（1）以下の要求要件は、最低限の必須となる条件を示しており、競争参加資格書類確

認の際に、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判断された場合は不合格と

なり、入札書を提出することが出来ない。

この際、調達機器の性能等の適合証明書（別添）により要求要件を満たすもので

あるかを確認する。

（2）上記の提案に際しては、提案装置が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、

あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的にかつ分かりやすく、資料

等を添付する等して提示すること。また、提案が仕様を満たしていることを提出資

料のどの部分で証明できるか、参照すべき箇所を明示すること。参照すべき箇所が

カタログ、構成図、仕様書等である場合には、アンダーラインを付す、色分けす

る、余白に大きく矢印を付す等により、当該部分を分かりやすくしておくこと。

（3）提案する入札機器を構成する機器は原則として入札時点で製品化されており、カ

タログ掲載品であること。

（4）導入スケジュールは健栄研と協議し、その指示に従うこと。

（5）本業務に携わる者は、業務の過程で健栄研が提供した情報・資料(公知の情報を除

く。以下同じ。)を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいし

てはならないものとし、必要な措置を講ずること。なお、本業務に携わる者以外の



第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上承認を得ること。

（6）本仕様書に疑義が生じた場合または委細のない事項が生じた場合は、受託者は発

注者と速やかに協議し、その指示に従うものとする。ただし、軽微なものについて

は健栄研担当者の指示に従うこと。

７．機器仕様

別紙のとおり

８．付帯設備工事

（1）付帯設備の接続工事に先立ち、停電や断水、機器の使用不能等施設の業務に支障を

きたすと思われる作業については、作業手順や方法、日程等について健栄研と十分

に打合せを行い実施すること。また、１次側付帯設備について、機器設置位置の近

傍に用意されていない場合は健栄研と別途協議すること。

（2）電気設備工事

・１次側手元開閉器やコンセントから必要な配線を行うこと。

・機器付属のプラグ等に変更の必要が生じた場合は変更すること。

・接続時は電気容量や電圧等の確認を行い、過不足の生じる場合は健栄研と協議する

こと。

（3）給排水設備工事

・設置室内の１次側給水バルブより機器への接続を行い漏水確認を行うこと。なお、

露出配管の場合は必要に応じ保温処置を行うこと。

・使用する材質は機器の特性に合わせて選定すること。

・必要に応じて減圧処置を行うこと。

・１次側給水バルブより分岐を行う場合は各機器接続口手前にてストップ弁を設置

すること。

・設置室内に給水バルブ又は排水口のない場合は別途協議すること。

・排水設備工事は排水温度・種類等を考慮し材質を選定するとともに施工後漏水確認

を行うこと。

（4）都市ガス設備工事

・設置室内の１次側バルブ、又はガス栓から機器への接続を行うこと。

（5）ダクト設備工事

・設置室内の１次側ダクトから機器への接続を行うこと。

９．検査及び引渡し

（1）本仕様書に基づき、栄養研担当者の立会いの上、検査を受けるものとし、合格を

もって引渡しを行う。

（2）提出書類

① 検査成績表 2部 当該検査完了後速やかに

② 取扱説明書 2部 納入時

10．保証事項



調達物品の保証期間は納入検査確認後 1年間とし、通常の使用により保証期間中に

生じた故障及び不具合についての原因調査、修理を無償で行うこと。

11．問い合わせ先

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部 健栄研会計課

黒木（くろき）、森屋（もりや）、峯（みね）

〒162-8636 東京都新宿区戸山１－２３－１

厚生労働省戸山研究庁舎管理棟３階

E-Mail: eiken-kaikei@nibiohn.go.jp

TEL：03-3203-5721



番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 設置部屋

1 K5 リアルタイムPCR 1

1.ペルチェ素子により温度制御を行い、サーマルサイクラー部分の 大温度制御速度を5.0℃/秒、平均温度制御速度を 大3.3℃/秒に制御することができること。
2.温度正確性は±0.2℃、温度均一性は±0.3℃と、正確な温度制御性能を有すること。
3.1回の反応にて励起波長および測定波長を 大5種類の組み合わせまで使用可能である。その結果、 大5種類のプローブを同時に使用することができること
4.光源としてLEDを6個、検出器としてフォトダイオードを6個備えており、ウェル間のクロストークがなく 短光路長で高感度検出が可能な、ウェル直上を励起光源・検出器がスキャ
ンする方式であること。
5.1～24℃の温度幅（8段階）を設定することができる温度グラジェント機能を有すること。
6.FRET測定モードを備え、Protein Thermal Shift (Protein Melt) 測定が可能であること。
7.本体をネットワークに接続することにより、データのメール送信、およびネットワークドライブ、専用クラウドプラットフォームへの保存が可能であること。
8.遺伝子発現解析結果に対する統計解析機能、および結果を視覚的に表示する「Bar Chart」、「Clustergram」、「Scatter Plot」、「Volcano Plot」、「Heat Map」などのグラフ
表示機能を有すること。
9.複数プレートのデータをまとめて遺伝子発現解析できるGene Study機能を有する。
10.解析作業を軽減するため、増幅曲線、融解曲線、相対定量解析などを自由に1画面で表示させるCustom Data View機能を有する。
11.制御・解析用ノートパソコンが付属すること。

実験室１

2 K39 ウォーターバス
シェイカー

1 1. 使用温度範囲　+5～+80℃まで利用可能であること。
2. 温度設定は0.1℃刻みとし、温度調節精度は±0.02～0.1℃程度であること。
3. 振とうは10～40mmの間で無段階で設定可能であり、20～160回転/分で安定して振とうできること。
4. 振とう方式は往復振とうであり、振とう台寸法は400×300mm程度であること。
5. 必要に応じてＬ型試験管をモノード振とうにするキットが取り付けられること。
6. 必要に応じて温度設定端子にプログラムユニットを接続できる機能を有すること。
7. 安全器として漏電/過電流ブレーカーｰ、水位低下、高温安全器等を有すること。
8. 排水用のドレンを有すること。
9. 1年間の保証期間があること。
10. 電源は、V100，15A程度であること。

実験室４

3 K44 感熱滅菌付CO2培
養器(インキュ
ベーター)

1 1.限られたスペースの中で、効率よく必要容量の培養を行う必要があるため。内容量：160L以上、外形寸法は幅650mm、奥行760mm、高さ950mm以内であること。
2.培養しながらコンタミネーション防止を図るため。内装は銅合金ステンレス、庫内UV殺菌システムを装備していること。
3.コンタミネーション発生時等に器内を滅菌処理する必要があるため。乾熱滅菌機能を装備していること。
4.機器異常（温度異常およびCO2濃度異常）をいち早く把握し、事故を未然に防ぐ必要があるため。温度警報およびCO2濃度警報を装備していること。
5.保存管理上、夜間休日等も温度ログ・扉開閉・警報の有無を確認でき、データの出力記録保存する必要があるため。温度・CO2濃度・警報等の履歴保持とUSBポートへ出力できるこ
と。
6.電源は、単相V100仕様であること。

細胞培養室

4 K45 クリーンベンチ 1 1.限られたスペースの中で、できるだけ広いワークエリアを確保する必要があるため。内寸幅900mm以上、外寸幅930mm、奥行820mm、高さ1,900mm以内であること。
2.ワークエリア内を高い清浄空間を確保し、試料保護と汚染防止をすると共に作業者や室内の環境への影響を配慮する必要があるため。強制循環排気タイプで清浄度はクラス100であ
ること。
3.任意の位置で前面シャッターを停止し、作業効率の高い環境で手技ができるため。前面シャッターはバランス機能付きであること。
4.汚染空気を包み込んで吸込口へ導き、操作側へ直接流出を防ぐ必要があるため。エアーカーテン機構であること。
5.ワークエリア内のラミナーフローの乱流や温度上昇などを防止する必要があるため。蛍光灯は外部設置（シャッターの外）であること。
6.クロスコンタミネーションを防止する必要があるため。ワークエリアの吸込部は、手前、作業台の左右や奥部からも分散して吸い込む分散吸込方式であること。
7.HEPAフィルターの状態と寿命を常時確認するための機能を装備していること。
8.電子着火式ガスバーナーの配管、およびバキュームポンプ配管を標準装備していること。
9.設置後のHEPAフィルター性能試験に便利なPAOノズルを標準装備していること。

細胞培養室

5 K47 FUSION SYSTEM
(ケミルミイメー
ジングシステム)

1 1.隣接したバンドを高精細に撮影するため、カメラ画素数が600万画素以上であること。
2.微弱な光を撮影するためにレンズのF値が0.7以下であること。
3.カメラ由来のバックグラウンドを軽減させるため、CCDを‐30℃以下に冷却していること。
4.オートフォーカス機能を有していること。
5.26×21㎝以上の視野範囲を有していること。
6.UVトランスイルミネーターとその撮影に適したフィルターを搭載していること。
7.システム制御及びデータ解析のために、独立したPC及びモニターを有していること。
8.撮影直後にソフトウェア上でシグナル値を確認できること。
9.標準で解析ソフトウェアが付属していること。
10.標準で16bit tiff形式で画像が保存されること。

暗室

別紙　実験室（実験室２、３以外分） 購入設置機器一式



番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 設置部屋

6 K48 倒立型リサーチ顕
微鏡

1 グレードダウンして、倒立、正立両方のタイプの顕微
鏡を設置、カメラは、両方に取付できるようにして、1
台を共有する。

1.無限遠光学系を採用した倒立型の培養顕微鏡であること。
2.透過光源は色温度4000K付近のLEDランプを採用していること。
3.レボルバーは4本以上の対物レンズを装着できること。
4.鏡筒は三眼鏡筒であり、鏡筒の高さ位置を調節できる機構を有していること。
5.倍率10倍で視野数22以上の接眼レンズが2本装着されており、視度調整機構を有していること。
6.右下にハンドルがあるメカニカルステージには96wellプレートに対応した目盛りが記載されており、一目でプレート位置がわかるようになっていること。
7.T25フラスコ、φ35mm、φ54mm、φ65mmペトリディッシュ、テラサキプレート、スライドガラスなどの各種容器が搭載可能なホルダーを右下ハンドルで操作して各種容器の任意の位
置を観察できること。
8.ステージ上に190mmの高さまでの培養フラスコを置いて観察可能であること。
9.位相差および蛍光観察に対応した4倍、10倍、20倍、40倍の対物レンズを搭載していること。
10.落射光源は100Vの水銀ランプを採用しており、GFPやFITCを観察できるフィルターユニットを搭載していること。
11.外乱光遮光版を用いて室内光を効果的に遮断し、明るい室内でもバックグラウンドノイズが低いクリアな蛍光観察が可能なこと。

顕微教室

正立顕微鏡ｼｽﾃﾑ 1 1.無限遠光学系を採用した正立型の生物顕微鏡であること。
2.透過光源は高輝度高演色のLEDランプを採用していること。
3.レボルバーは6本以上の対物レンズを装着できること。
4.鏡筒は三眼鏡筒であり、鏡筒の左右に付け替え可能の光路切替えレバーを使い、光路を次の3段階で切替えができること。
(ア)接眼レンズ100%（イ）接眼レンズ20%、カメラ80%（ウ）カメラ100%
5.倍率10倍で視野数22以上の接眼レンズが2本装着されており、視度調整機構を有していること。
6.左下にハンドルがあるステージに2枚検鏡用右開きのクレンメルが装着されていること。
7.コンデンサーは低倍にも対応できるようにハネノケ機構を有していること。
8.対物レンズは明視野観察に対応しており、次の値を満たす4倍、10倍、20倍、40倍、100倍（油浸）を有していること。
倍率NAWD(mm)
4倍0.1317
10倍0.310
20倍0.52.1
40倍0.750.51
100倍（油浸）1.30.2
9.640万画素以上カラーCMOSセンサーの顕微鏡用デジタルカメラを搭載していること。
10.顕微鏡用デジタルカメラのライブ表示速度は640万画素以上の時45fps以上、200万画素の時60fps以上あること。
11.顕微鏡用デジタルカメラは0.5倍のレンズが搭載されたCマウントアダプタで接続できること。
12.顕微鏡用デジタルカメラの制御用ソフトウェアは位相差画像に対して細胞の数や密度計測をしたり、しきい値を設定して、画像内にある粒子の個数、面積の合計、面積比などを求
めたり、値をエクセルなどにエクスポートすることができること。
13.厚みのある標本観察時に、焦点の合った領域をカラーでそれ以外をグレーで強調表示し、正確な焦点調整をサポートする機能を有していること。
14.モニターは21.5型以上のLCDワイドモニターであること。

顕微教室

7 K51 超音波洗浄機 1 1.28kHz強力な超音波が出ること。
2.卓上型で、槽内W321xD365xH200ｍｍ以上あること。
3.ディガス機能により、超音波洗浄に不要な気泡の除去が可能なこと。
4.温度化上昇、過電流保護の安全機能を有すること。
5.手動排水ﾊﾞﾙﾌﾞがついていること。
6.本体と洗浄槽がSUS３０４でできていること。
7.タイマー機能がついていること。（１分刻み/ 大60分）
8.スノコと上蓋がついていること。
9.外寸W391xD265xH384㎜以内であること。

汎用実験室
１

8 K1003 ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ 1 1.限られたスペースの中で、できるだけ広いワークエリアを確保する必要があるため。内寸幅1,350mm以上、外寸幅1,400mm、奥行850mm、高さ1,900mm以内であること。
2.ワークエリア内を高い清浄空間を確保し、試料保護と汚染防止をすると共に作業者や室内の環境への影響を配慮する必要があるため。強制循環排気タイプで清浄度はクラス100であ
ること。
3.任意の位置で前面シャッターを停止し、作業効率の高い環境で手技ができるため。前面シャッターはバランス機能付きであること。
4.汚染空気を包み込んで吸込口へ導き、操作側へ直接流出を防ぐ必要があるため。エアーカーテン機構であること。
5.ワークエリア内のラミナーフローの乱流や温度上昇などを防止する必要があるため。蛍光灯は外部設置（シャッターの外）であること。
6.クロスコンタミネーションを防止する必要があるため。ワークエリアの吸込部は、手前、作業台の左右や奥部からも分散して吸い込む分散吸込方式であること。
7.HEPAフィルターの状態と寿命を常時確認するための機能を装備していること。
8.電子着火式ガスバーナーの配管、およびバキュームポンプ配管を標準装備していること。
9.設置後のHEPAフィルター性能試験に便利なPAOノズルを標準装備していること。

細胞培養室

9 K1004 超低温フリーザー 1 1.制限酵素・試料・検体を長期に安定して保存管理する必要があるため。-85℃の冷却性能（周囲温度+30℃）であること。
2.限られたスペースの中で、保存物を収納効率よく多く保存する必要があるため。内容量は330L以上であること。アップライトタイプで、外形寸法は幅750mm、奥行900mm、高さ
1,850mm以内であること。
3.機器異常や停電時の警報等を報知し、極力内容物ロスの事故を防ぐ必要があるため。デジタル温度表示で温度および停電警報を標準装備していること。
4.扉の開閉時、温度変化を 小限に抑える必要があるため。冷気漏れを防ぐ2分割の内扉を標準装備していること。
5.効率のよいノンフロン冷媒（HC冷媒）は、省エネ性が高く消費電力が低いため、たま、環境への負荷も少ないため。ノンフロン冷媒（HC冷媒）を使用していること。
6.内容物を安全に管理するやめに扉に鍵が付いていること。また、南京錠を使用して施錠できること。
7.電源は、単相V100仕様であること。
8.８１本立てのフリーズBOXが 大限(216個以上)収納できる専用ラックを準備すること。

ディープフ
リーザー室



番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 設置部屋

10 K1115 脚伸展パワー測定
器

1 1．脚伸展動作における等速運動時の平均パワーを測定する装置であること。
2．動作開始時の衝撃が少ない油圧制御であること。
3．安定した等速性が保てること（等速範囲：0.2～1.2ｍ/ｓ）
4． 大測定範囲が5000Ｎまで測定出来ること。
5．測定値が0～9999Ｗ（平均パワー）まで表示出来ること。
6．アナログ出力により、荷重、速度がＰＣに取り込めること。
7．メンテナンスやアフターフォーローが円滑に行えるように、国産かつメーカーの拠点が関西に所在していること。

運動負荷実
験準備室

11 K1128 凍結乾燥機 1 １　　トラップ温度-80℃で、1回に1Lの水分を除湿することができる。-80℃の低温トラップで乾燥するので含水率が低く乾燥状態の良いサンプルが得られる。
２　　表示が3.4インチ白黒液晶ディスプレイで、運転状況、トラップ温度、真空度がデジタル表示で確認が容易にできる。
3　　真空ポンプオイル停止時の安全弁（リーク弁）を備えているので、真空ポンプオイルの逆流を防止する。
4　　停電による安全機能として、停電復帰時に停電時間の長さに応じて制御を停止するか、または制御を継続するかを自動で判断する機能を有する。長時間の停電復帰時には真空ポ
ンプが自動復帰しないので、試料の突沸による飛散を防止できる。
5　　運転時間計測用のストップウォッチ機能を有する。昇華時間の計測に使用できる。
6　　真空ポンプポンプ稼働時間アラーム機能を有する。真空ポンプの稼働時間を設定し、メンテナンスやオイル交換の目安として使用できる。
7　　スタートスイッチを押すだけでトラップの冷却後自動で真空ポンプが起動する。試料の取付けが可能になるとデジタル表示とブザーでお知らせする機能を有する（オートモー
ド）。
8　　トラップ温度がある温度に到達しないと真空ポンプが起動しないため、真空ポンプへの水分の吸込みを防止する（オートモード）。
9　　内部の配管、ドレンホースの材質は耐候性、耐油性、耐薬品性に優れているクニロン真空ホースを使用している。
10　　トラップが缶体冷却式で、トラップ槽内に冷却コイルが無い為清掃が容易に行える。
11　　トラップした氷を融かすためにホットガスによる解氷機能を有する。
12　　真空ポンプは、排気速度50L/min、、個々の部品に無電解ニッケルメッキ処理を施し、その他の板金、スプリングはSUS316製、パッキン、Oリングはフッ素ゴムを使用してい
る。
13　　試料セットするドライチャンバーは、乾燥棚が2段あり、それぞれ室温+5℃～35℃まで温度調節できる。

ディープフ
リーザー室

12 K1123 安全キャビネット
（クラスⅡタイプ
A2、室内排気型）

1 仕様
・前面ガラス扉（黒色樹脂保護具・自動バランス機構付き強化ガラス）
・指定開口高さ200mmの開放・落下防止機構あり
・給気用フィルター
　低圧損HEPAフィルター（W810 × D454 × H65 mm）、定格風量：9.5 ㎥/min、圧力損失：98 Pa、捕集効率：99.99%以上（0.3μm PAO）相当であること
・排気用フィルター
　低圧損HEPAフィルター（W500 × D500 × H65 mm）、定格風量：6.0 ㎥/min、圧力損失：98 Pa、捕集効率：99.99%以上（0.3μm PAO）、清浄度；クラス100（周囲条件：クラス
1,000,000）、排気量、5.61 ㎥/min、設定流入風速、0.550 m/s、循環気率、約70 %相当であること
騒音、61 dB(A)
・表示
　デジタル表示：風速・排気フィルター差圧、殺菌灯のタイマー設定時間・殺菌灯積算時間、フィルター運転積算時間、蛍光灯積算時間があること
・警報機能として、流入風速異常などがあること
キャスター4 個（水平調節ボルト4 ヵ所）
コンセント；3口100 V、ガスバーナー配管；1 ヵ所、バキューム配管；1 ヵ所
電源、単相100 V　50 Hz / 60 Hz　電源コード1 本（15 A）
・付属品として、以下があること
　フットスイッチ1 個（電子着火式ガスバーナー用）、排気チューブ、バキューム用コネクター、蛍光灯カバー垂直取付板

凍結乾燥
室・滅菌消
毒室



別添

番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 補足事項 証明内容 適合

1 K5 リアルタイムPCR 1

1.ペルチェ素子により温度制御を行い、サーマルサイクラー部分の 大温度制御速度を5.0℃/秒、平均温度制御速度を 大3.3℃/秒に制御することができること。
2.温度正確性は±0.2℃、温度均一性は±0.3℃と、正確な温度制御性能を有すること。
3.1回の反応にて励起波長および測定波長を 大5種類の組み合わせまで使用可能である。その結果、 大5種類のプローブを同時に使用することができること
4.光源としてLEDを6個、検出器としてフォトダイオードを6個備えており、ウェル間のクロストークがなく 短光路長で高感度検出が可能な、ウェル直上を励起光源・検出器がス
キャンする方式であること。
5.1～24℃の温度幅（8段階）を設定することができる温度グラジェント機能を有すること。
6.FRET測定モードを備え、Protein Thermal Shift (Protein Melt) 測定が可能であること。
7.本体をネットワークに接続することにより、データのメール送信、およびネットワークドライブ、専用クラウドプラットフォームへの保存が可能であること。
8.遺伝子発現解析結果に対する統計解析機能、および結果を視覚的に表示する「Bar Chart」、「Clustergram」、「Scatter Plot」、「Volcano Plot」、「Heat Map」などのグラフ
表示機能を有すること。
9.複数プレートのデータをまとめて遺伝子発現解析できるGene Study機能を有する。
10.解析作業を軽減するため、増幅曲線、融解曲線、相対定量解析などを自由に1画面で表示させるCustom Data View機能を有する。
11.制御・解析用ノートパソコンが付属すること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

2 K39 ウォーターバス
シェイカー

1 1. 使用温度範囲　+5～+80℃まで利用可能であること。
2. 温度設定は0.1℃刻みとし、温度調節精度は±0.02～0.1℃程度であること。
3. 振とうは10～40mmの間で無段階で設定可能であり、20～160回転/分で安定して振とうできること。
4. 振とう方式は往復振とうであり、振とう台寸法は400×300mm程度であること。
5. 必要に応じてＬ型試験管をモノード振とうにするキットが取り付けられること。
6. 必要に応じて温度設定端子にプログラムユニットを接続できる機能を有すること。
7. 安全器として漏電/過電流ブレーカーｰ、水位低下、高温安全器等を有すること。
8. 排水用のドレンを有すること。
9. 1年間の保証期間があること。
10. 電源は、V100，15A程度であること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

3 K44 感熱滅菌付CO2培
養器(インキュ
ベーター)

1 1.限られたスペースの中で、効率よく必要容量の培養を行う必要があるため。内容量：160L以上、外形寸法は幅650mm、奥行760mm、高さ950mm以内であること。
2.培養しながらコンタミネーション防止を図るため。内装は銅合金ステンレス、庫内UV殺菌システムを装備していること。
3.コンタミネーション発生時等に器内を滅菌処理する必要があるため。乾熱滅菌機能を装備していること。
4.機器異常（温度異常およびCO2濃度異常）をいち早く把握し、事故を未然に防ぐ必要があるため。温度警報およびCO2濃度警報を装備していること。
5.保存管理上、夜間休日等も温度ログ・扉開閉・警報の有無を確認でき、データの出力記録保存する必要があるため。温度・CO2濃度・警報等の履歴保持とUSBポートへ出力できるこ
と。
6.電源は、単相V100仕様であること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

4 K45 クリーンベンチ 1 1.限られたスペースの中で、できるだけ広いワークエリアを確保する必要があるため。内寸幅900mm以上、外寸幅930mm、奥行820mm、高さ1,900mm以内であること。
2.ワークエリア内を高い清浄空間を確保し、試料保護と汚染防止をすると共に作業者や室内の環境への影響を配慮する必要があるため。強制循環排気タイプで清浄度はクラス100で
あること。
3.任意の位置で前面シャッターを停止し、作業効率の高い環境で手技ができるため。前面シャッターはバランス機能付きであること。
4.汚染空気を包み込んで吸込口へ導き、操作側へ直接流出を防ぐ必要があるため。エアーカーテン機構であること。
5.ワークエリア内のラミナーフローの乱流や温度上昇などを防止する必要があるため。蛍光灯は外部設置（シャッターの外）であること。
6.クロスコンタミネーションを防止する必要があるため。ワークエリアの吸込部は、手前、作業台の左右や奥部からも分散して吸い込む分散吸込方式であること。
7.HEPAフィルターの状態と寿命を常時確認するための機能を装備していること。
8.電子着火式ガスバーナーの配管、およびバキュームポンプ配管を標準装備していること。
9.設置後のHEPAフィルター性能試験に便利なPAOノズルを標準装備していること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

メールアドレス：

適合証明書（実験室（実験室２、３以外分））

社名：

部署名及び担当者氏名：

電話番号：



番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 補足事項 証明内容 適合

5 K47 FUSION SYSTEM
(ケミルミイメー
ジングシステム)

1 1.隣接したバンドを高精細に撮影するため、カメラ画素数が600万画素以上であること。
2.微弱な光を撮影するためにレンズのF値が0.7以下であること。
3.カメラ由来のバックグラウンドを軽減させるため、CCDを‐30℃以下に冷却していること。
4.オートフォーカス機能を有していること。
5.26×21㎝以上の視野範囲を有していること。
6.UVトランスイルミネーターとその撮影に適したフィルターを搭載していること。
7.システム制御及びデータ解析のために、独立したPC及びモニターを有していること。
8.撮影直後にソフトウェア上でシグナル値を確認できること。
9.標準で解析ソフトウェアが付属していること。
10.標準で16bit tiff形式で画像が保存されること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

6 K48 倒立型リサーチ顕
微鏡

1 グレードダウンし
て、倒立、正立両方
のタイプの顕微鏡を
設置、カメラは、両
方に取付できるよう
にして、1台を共有す
る。

1.無限遠光学系を採用した倒立型の培養顕微鏡であること。
2.透過光源は色温度4000K付近のLEDランプを採用していること。
3.レボルバーは4本以上の対物レンズを装着できること。
4.鏡筒は三眼鏡筒であり、鏡筒の高さ位置を調節できる機構を有していること。
5.倍率10倍で視野数22以上の接眼レンズが2本装着されており、視度調整機構を有していること。
6.右下にハンドルがあるメカニカルステージには96wellプレートに対応した目盛りが記載されており、一目でプレート位置がわかるようになっていること。
7.T25フラスコ、φ35mm、φ54mm、φ65mmペトリディッシュ、テラサキプレート、スライドガラスなどの各種容器が搭載可能なホルダーを右下ハンドルで操作して各種容器の任意の
位置を観察できること。
8.ステージ上に190mmの高さまでの培養フラスコを置いて観察可能であること。
9.位相差および蛍光観察に対応した4倍、10倍、20倍、40倍の対物レンズを搭載していること。
10.落射光源は100Vの水銀ランプを採用しており、GFPやFITCを観察できるフィルターユニットを搭載していること。
11.外乱光遮光版を用いて室内光を効果的に遮断し、明るい室内でもバックグラウンドノイズが低いクリアな蛍光観察が可能なこと。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

正立顕微鏡ｼｽﾃﾑ 1 1.無限遠光学系を採用した正立型の生物顕微鏡であること。
2.透過光源は高輝度高演色のLEDランプを採用していること。
3.レボルバーは6本以上の対物レンズを装着できること。
4.鏡筒は三眼鏡筒であり、鏡筒の左右に付け替え可能の光路切替えレバーを使い、光路を次の3段階で切替えができること。
(ア)接眼レンズ100%（イ）接眼レンズ20%、カメラ80%（ウ）カメラ100%
5.倍率10倍で視野数22以上の接眼レンズが2本装着されており、視度調整機構を有していること。
6.左下にハンドルがあるステージに2枚検鏡用右開きのクレンメルが装着されていること。
7.コンデンサーは低倍にも対応できるようにハネノケ機構を有していること。
8.対物レンズは明視野観察に対応しており、次の値を満たす4倍、10倍、20倍、40倍、100倍（油浸）を有していること。
倍率NAWD(mm)
4倍0.1317
10倍0.310
20倍0.52.1
40倍0.750.51
100倍（油浸）1.30.2
9.640万画素以上カラーCMOSセンサーの顕微鏡用デジタルカメラを搭載していること。
10.顕微鏡用デジタルカメラのライブ表示速度は640万画素以上の時45fps以上、200万画素の時60fps以上あること。
11.顕微鏡用デジタルカメラは0.5倍のレンズが搭載されたCマウントアダプタで接続できること。
12.顕微鏡用デジタルカメラの制御用ソフトウェアは位相差画像に対して細胞の数や密度計測をしたり、しきい値を設定して、画像内にある粒子の個数、面積の合計、面積比などを
求めたり、値をエクセルなどにエクスポートすることができること。
13.厚みのある標本観察時に、焦点の合った領域をカラーでそれ以外をグレーで強調表示し、正確な焦点調整をサポートする機能を有していること。
14.モニターは21.5型以上のLCDワイドモニターであること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

7 K51 超音波洗浄機 1 1.28kHz強力な超音波が出ること。
2.卓上型で、槽内W321xD365xH200ｍｍ以上あること。
3.ディガス機能により、超音波洗浄に不要な気泡の除去が可能なこと。
4.温度化上昇、過電流保護の安全機能を有すること。
5.手動排水ﾊﾞﾙﾌﾞがついていること。
6.本体と洗浄槽がSUS３０４でできていること。
7.タイマー機能がついていること。（１分刻み/ 大60分）
8.スノコと上蓋がついていること。
9.外寸W391xD265xH384㎜以内であること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。



番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 補足事項 証明内容 適合

8 K1003 ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ 1 1.限られたスペースの中で、できるだけ広いワークエリアを確保する必要があるため。内寸幅1,350mm以上、外寸幅1,400mm、奥行850mm、高さ1,900mm以内であること。
2.ワークエリア内を高い清浄空間を確保し、試料保護と汚染防止をすると共に作業者や室内の環境への影響を配慮する必要があるため。強制循環排気タイプで清浄度はクラス100で
あること。
3.任意の位置で前面シャッターを停止し、作業効率の高い環境で手技ができるため。前面シャッターはバランス機能付きであること。
4.汚染空気を包み込んで吸込口へ導き、操作側へ直接流出を防ぐ必要があるため。エアーカーテン機構であること。
5.ワークエリア内のラミナーフローの乱流や温度上昇などを防止する必要があるため。蛍光灯は外部設置（シャッターの外）であること。
6.クロスコンタミネーションを防止する必要があるため。ワークエリアの吸込部は、手前、作業台の左右や奥部からも分散して吸い込む分散吸込方式であること。
7.HEPAフィルターの状態と寿命を常時確認するための機能を装備していること。
8.電子着火式ガスバーナーの配管、およびバキュームポンプ配管を標準装備していること。
9.設置後のHEPAフィルター性能試験に便利なPAOノズルを標準装備していること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

9 K1004 超低温フリーザー 1 1.制限酵素・試料・検体を長期に安定して保存管理する必要があるため。-85℃の冷却性能（周囲温度+30℃）であること。
2.限られたスペースの中で、保存物を収納効率よく多く保存する必要があるため。内容量は330L以上であること。アップライトタイプで、外形寸法は幅750mm、奥行900mm、高さ
1,850mm以内であること。
3.機器異常や停電時の警報等を報知し、極力内容物ロスの事故を防ぐ必要があるため。デジタル温度表示で温度および停電警報を標準装備していること。
4.扉の開閉時、温度変化を 小限に抑える必要があるため。冷気漏れを防ぐ2分割の内扉を標準装備していること。
5.効率のよいノンフロン冷媒（HC冷媒）は、省エネ性が高く消費電力が低いため、たま、環境への負荷も少ないため。ノンフロン冷媒（HC冷媒）を使用していること。
6.内容物を安全に管理するやめに扉に鍵が付いていること。また、南京錠を使用して施錠できること。
7.電源は、単相V100仕様であること。
8.８１本立てのフリーズBOXが 大限(216個以上)収納できる専用ラックを準備すること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

10 K1115 脚伸展パワー測定
器

1 1．脚伸展動作における等速運動時の平均パワーを測定する装置であること。
2．動作開始時の衝撃が少ない油圧制御であること。
3．安定した等速性が保てること（等速範囲：0.2～1.2ｍ/ｓ）
4． 大測定範囲が5000Ｎまで測定出来ること。
5．測定値が0～9999Ｗ（平均パワー）まで表示出来ること。
6．アナログ出力により、荷重、速度がＰＣに取り込めること。
7．メンテナンスやアフターフォーローが円滑に行えるように、国産かつメーカーの拠点が関西に所在していること。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。

11 K1128 凍結乾燥機 1 １　　トラップ温度-80℃で、1回に1Lの水分を除湿することができる。-80℃の低温トラップで乾燥するので含水率が低く乾燥状態の良いサンプルが得られる。
２　　表示が3.4インチ白黒液晶ディスプレイで、運転状況、トラップ温度、真空度がデジタル表示で確認が容易にできる。
3　　真空ポンプオイル停止時の安全弁（リーク弁）を備えているので、真空ポンプオイルの逆流を防止する。
4　　停電による安全機能として、停電復帰時に停電時間の長さに応じて制御を停止するか、または制御を継続するかを自動で判断する機能を有する。長時間の停電復帰時には真空
ポンプが自動復帰しないので、試料の突沸による飛散を防止できる。
5　　運転時間計測用のストップウォッチ機能を有する。昇華時間の計測に使用できる。
6　　真空ポンプポンプ稼働時間アラーム機能を有する。真空ポンプの稼働時間を設定し、メンテナンスやオイル交換の目安として使用できる。
7　　スタートスイッチを押すだけでトラップの冷却後自動で真空ポンプが起動する。試料の取付けが可能になるとデジタル表示とブザーでお知らせする機能を有する（オートモー
ド）。
8　　トラップ温度がある温度に到達しないと真空ポンプが起動しないため、真空ポンプへの水分の吸込みを防止する（オートモード）。
9　　内部の配管、ドレンホースの材質は耐候性、耐油性、耐薬品性に優れているクニロン真空ホースを使用している。
10　　トラップが缶体冷却式で、トラップ槽内に冷却コイルが無い為清掃が容易に行える。
11　　トラップした氷を融かすためにホットガスによる解氷機能を有する。
12　　真空ポンプは、排気速度50L/min、、個々の部品に無電解ニッケルメッキ処理を施し、その他の板金、スプリングはSUS316製、パッキン、Oリングはフッ素ゴムを使用してい
る。
13　　試料セットするドライチャンバーは、乾燥棚が2段あり、それぞれ室温+5℃～35℃まで温度調節できる。

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。



番号 機器番号 品名 数量 構成内容 必要仕様 補足事項 証明内容 適合

12 K1123 安全キャビネット
（クラスⅡタイプ
A2、室内排気型）

1 仕様
・前面ガラス扉（黒色樹脂保護具・自動バランス機構付き強化ガラス）
・指定開口高さ200mmの開放・落下防止機構あり
・給気用フィルター
　低圧損HEPAフィルター（W810 × D454 × H65 mm）、定格風量：9.5 ㎥/min、圧力損失：98 Pa、捕集効率：99.99%以上（0.3μm PAO）相当であること
・排気用フィルター
　低圧損HEPAフィルター（W500 × D500 × H65 mm）、定格風量：6.0 ㎥/min、圧力損失：98 Pa、捕集効率：99.99%以上（0.3μm PAO）、清浄度；クラス100（周囲条件：クラス
1,000,000）、排気量、5.61 ㎥/min、設定流入風速、0.550 m/s、循環気率、約70 %相当であること
騒音、61 dB(A)
・表示
　デジタル表示：風速・排気フィルター差圧、殺菌灯のタイマー設定時間・殺菌灯積算時間、フィルター運転積算時間、蛍光灯積算時間があること
・警報機能として、流入風速異常などがあること
キャスター4 個（水平調節ボルト4 ヵ所）
コンセント；3口100 V、ガスバーナー配管；1 ヵ所、バキューム配管；1 ヵ所
電源、単相100 V　50 Hz / 60 Hz　電源コード1 本（15 A）
・付属品として、以下があること
　フットスイッチ1 個（電子着火式ガスバーナー用）、排気チューブ、バキューム用コネクター、蛍光灯カバー垂直取付板

左記の仕様書の要
件を満たすことを
確認出来る資料
（カタログ、構成
図、受託者が提案
する構成図）等を
添付すること。



物品購入契約書（案）

１．品 名 国立健康・栄養研究所移転に伴う

実験室（実験室２、３以外分）機器購入設置一式

２．納入場所 大阪府摂津市千里丘新町３－１７

健都イノベーションパークＮＫビル

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 実験室２（２Ｆ）

３．納入期限 令和５年３月１０日

４．契約金額 別紙のとおり

５．契約保証金 全額免除

契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 を甲

とし、 を乙として、次の条項により契約を締結する。

（総則）

第１条 この契約及び仕様書の定める条件に従い、乙は甲の発注した物品を甲の指定する期

限内に、頭書に定めた金額をもって納入しなければならない。

（信義誠実の原則）

第２条 甲及び乙は，信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。

（契約金額）

第３条 契約金額は、運賃及びその他の諸経費を含むものとする。

（検査の立会および引き渡し）

第４条 乙が契約物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

２ 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、その日から起算して１０日以内に乙の立会い

の上検査を完了しなければならない。

３ 当該物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべ

て乙の負担とする。

４ 甲は、第２項の検査を合格した時点をもって、乙から当該物品の引渡しを受けるも

のとする。また、当該物品の引渡しとともにその所有権を乙から甲に移転するものと

する。

（不合格品の引き取り）

第５条 検査の結果、不合格品となったものは、甲の指定した期限内に乙は速やかにこれを

引き取るものとする。もし、引き取らない場合は、甲は当該物品を適切に処分することが

でき、保管の責を負わないものとする。この場合、これらに要する費用は乙の負担とする。



（履行遅滞の場合における損害金等）

第６条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品の納入を完了することが出来ない

場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は、契約金額からすでに検査を合格し引き渡しを完了した物品に相応

する契約代金を控除した額に対して、遅滞日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算

した額を損害金として徴収するものとする。

（納期の変更請求）

第７条 天災地変、その他正当な事由によって納期限内に契約物品を納入し難いときは、乙

はその事由を詳記して、納入の延期を請求することができる。この場合、甲はその請求を

正当と認めたときは、前条の損害金を免除することができる。

（危険負担）

第８条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、乙が契約物品の全部又は一部の

引渡しができない場合には、乙は当該部分について、契約物品の引き渡しの義務を免れる

ものとし、甲は当該部分についての代金の支払い義務を免れるものとする。

（契約代金の請求及び支払）

第９条 乙は、第４条第２項の検査に合格し、引き渡しを完了したときは、書面により契約

代金の支払いを請求することができる。

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算

して、３０日以内に支払うものとする。

（支払遅延利息）

第 10 条 甲は、自己の責に帰するべき事由により前条の期限内に代金を支払わない場合に

は、乙に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年１２月１２日法律第

２５６号）第８条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。

（甲の解除権）

第 11条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することが

できる。

一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがな

いとき。

二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名

する検査員の職務の執行を妨げたとき。

三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。

（乙の解除権）

第 12条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込

みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

（違約金）

第 13 条 甲が、第 11条第１号及び第２号により契約を解除した場合、乙は違約金として、

契約金の１００分の１０に相当する金額を甲に納付しなければならない。

（損害賠償）

第 14条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けた



ときは、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。

３ 第１項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。

（談合等の不正行為に係る解除）

第 15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を

解除することができる。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、

その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８

条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定によ

る排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第

７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行

ったとき。

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１

９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたと

き（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１

項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなけ

ればならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）

第 16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部

を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づ

き、請負（契約）金額（本契約締結後、請負（契約）金額の変更があった場合には、変更

後の請負（契約）金額）の１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わ

なければならない。

一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２

（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を

行い、当該納付命令が確定したとき。

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第

２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項の規定による刑が確定したとき。

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（違約金に関する遅延利息）

第 17条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該

期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３．０％の割合で計算した額の

遅延利息を甲に支払わなければならない。

（属性要件に基づく契約解除）



第 18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第 19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為。

二 法的な責任を超えた不当な要求行為。

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。

五 その他前各号に準ずる行為。

（表明確約）

第 20条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって

も該当しないことを確約しなければならない。

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下

請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再委託者（再委託

以降のすべての受託者を含む。）並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約

する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなければならな

い。

（下請負契約等に関する契約解除）

第 21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければ

ならない。

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等

との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じない

ときは、本契約を解除することができる。

（契約解除に基づく損害賠償）

第 22条 甲は、第１８条、第１９条及び第２１条第２項の規定により本契約を解除した場

合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２ 乙は、甲が第１８条、第１９条及び第２１条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。



（不当介入に関する通報・報告）

第 23条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ

等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を

受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速や

かに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行う

ものとする。

(契約不適合責任）

第 24条 甲は引き渡された物品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容

に適合しないこと（以下、「不適合」という。）は発見したときは、乙に対し、納品後１

年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の

納入を求めることができる。ただし、仕様書に保証について特段の定めがある場合、この

限りでない。また、民法第５６２条第１項但書は本契約には適用しない。

２ 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対し

て代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしな

いでその時期を経過したとき。

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を

受ける見込みがないことが明らかであるとき。

３ 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解

除することを妨げない。

（協議）

第 25条 甲乙間に問題又は、疑義が生じた場合及びこの契約に定めない事項については、そ

の都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。

（裁判管轄）

第 26条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。



上記契約締結を証するため、本証書２通を作成し、双方記名捺印のうえ、各１通を保有す

るものとする。

令和 年 月 日

甲 大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目６番８号

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔

乙



番号 機器 番号 （K） 品名 数量 単価 金額

1 K5 リアルタイムPCR 1

2 K39
ウォーターバスシェイ
カー

1

3 K44
感熱滅菌付CO2培養器(イ
ンキュベーター)

1

4 K45 クリーンベンチ 1

5 K47
FUSION SYSTEM(ケミルミ
イメージングシステム)

1

6 K48 倒立型リサーチ顕微鏡 1

6 K48 正立顕微鏡システム 1

7 K51 超音波洗浄機 1

8 K1003 クリーンベンチ 1

9 K1004 超低温フリーザー 1

10 K1115 脚伸展パワー測定器 1

契約書別紙



番号 機器 番号 （K） 品名 数量 単価 金額

11 K1128 凍結乾燥機 1

12 K1123
安全キャビネット（クラ
スⅡタイプA2、室内排気
型）

1

一式合計


